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姫路日ノ本短期大学における競争的資金等の取扱いに関する不正防止計画 

 
学 長 

 

姫路日ノ本短期大学は 、文部科学大臣決定によ る 「 研究機関 における公的研究費の 管

理 ・ 監査のガイドライン（ 実施基準）」を踏まえて公的研究費の適正な運営 ・ 管理を 行

うため、 以下のとおり不正防止計画を策定する 。 なお、本計画は当面取り組むべき 内容

を掲載したものであり 、今後必要な見直しを随時行い、公的研究費の適正な執行の推進

を図るものと する 。 

 
1 対象とする 公的研究費 
こ の不正防止計画において対象と なる 「 公的研究費 j は、 本学が管理する 研究資金 

（ 支出予算及び外部 資金並びに補助金）とする 。 

 
2  公的研究費不正 防止に関する 取組み方針 
本学は「姫路日ノ本短期大学における競争的資金等の取扱及び不正防止に関する規程」

およ び「 姫路日ノ本短期大学競争的資金等会計処理細則」に基づき 、 以下の 方針に よ 

り 、 公的研究費の不正防止に取 り組むも のと する 。 

  ・研究費は国民の税 金が原資であることを念頭に 、社会に対して説明責任を 果たせ

る 仕組みを構築し、不正対応については断固たる姿勢で臨むこととする 。 

・教員と 事務職員の役割分担や責任の所在を 教職員全員が 自覚でき る よ う 、 研究費

の運営・ 管理に関わ る者の責任と 権限を明確化する 。 

・研究費に対し て 「 なぜ、 こ のルールが必要なのか」 について教職員全員が共通理解

をもち、 研究費の 不正を許さない組織を目指す。 

・ 単なる 規制強化だけでは実効が上がら ないこ と を認識し 、 取組みにあたっては、現

場の教職員の意見 を汲み上げ、不正や不適切な使用を誘発する 背景と要因を把握し、 現

場の業務の仕組みや恒常的な運営 上の問題点を改善する こ と によ り 、 不正防止機能を 

備えた本学に相応し い実効的な研究費管理の仕組み を構築するこ とを目指す。 

 
3 研究費不正防止行動計画 

( 1）   公的研究費の不正防止のための行動計画を策定する 。 
( 2 ） 行動計画 の策定に当たっては、 「 研究機関における 公的研究費の管理 ・監査のガ

イ ドライ ン （ 実 施基準の趣旨を鑑み、次の事項を重点事項として、 具体的取組みを定め

る 。 

①  学内の責任体制の明確化と 適正な運用 

② 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 

③ 不正を発生さ せる 要因の把握と不正防止策の実施 

④ 研究費の適正な運営・管理活動 

⑤ 情報の伝達を確保する体制の確立 
⑥  不正防止のための点検・調査体制 



４ 特記事項 

（１） 内部監査体制  

内部監査部門は、本学全体の視点からモニタリング及び内部監査を定期的に実施するとともに、体制

の不備の検証を行う。 また、内部監査部門は、不正発生要因や監査の重点項目について、効率的、効果

的かつ多角的な内部監 査を実施する。 

（２） 相談窓口の設置  

本学の公的研究費に係る会計処理及び使用に関するルール等に関する学内外からの相談及び申請等

に関する窓口を教育研究支援部に設置し、効率的な研究遂行のための適切な支援を行なう。 

（３） 通報（告発）窓口の設置 

研究費不正の通報の受け入れについては、総務部を窓口とする。 

なお、通報者及び調査協力を行った者に対し、そのことを理由として、職場環境の悪化等、不利益な取 

り扱いを受けることのないように、適切な措置を図る。 

（４） 通報案件処理体制の機能充実 

 不正使用等の通報事案の内容等について調査する必要が生じた場合には、不正調査委員会を設置する。 

なお、不正があったと認めた場合には、懲戒処分等の適正な措置を講ずる。 

 

 

 

研究費不正発生要因への対応 

不正発生要因 現状（評価） 対応・改善策 
ルールと実態の乖離 現状、乖離していない。 今後も発生しないよう、日常的な 

改善に努める。 

決裁手続きが複雑で責任の所在 

が不明確 

現状、不明確ではない。 コンプライアンス推進の観点か 

ら再び見直し、規程、ルールブッ 

クを改正する。 

予算執行の特定の時期への偏り 例年、年度末での執行が多い。 特定の時期（12 月）に現状確認 

を行い、牽制する。 

取引に対するチェックが不十分 

（事務部門の取引記録の管理や 

業者の選定・情報の管理が不十 

分） 

現状、十分行っている。 引き続き、担当部局で徹底して行 

う。 

同一の研究室における、同一業 

者、同一品目の多頻度取引、特定 

の研究室のみでしか取引実績の 

ない業者や特定の研究室との取 

引を新規に開始した業者への発 

注の偏り 

現状、発生していない。 今後に向けて、ルールブックに定 

める。 



データベース・プログラム・デジ 

タルコンテンツ作成、機器の保 

守・点検など、特殊な役務契約に 

対する検収が不十分 

現在のところ事例がない。 明確な確認対応をルールブック 

に定める。 

検収業務やモニタリング等の形 

骸化（受領印による確認のみ、事 

後抽出による現物確認の不徹底 

など） 

現状、形骸化していない。 引き続き、担当部局で徹底して行 

う。 

業者による納品物品の持ち帰り 

や納品検収時における納品物品 

の反復使用 

現状、発生していない。 引き続き、担当部局で徹底して行 

う。 

非常勤雇用者の勤務状況確認等 

の雇用管理が研究室任せ 

現状、発生していない。 今後、発生の可能性が考えられる 

ため、明確にルールブックに定め 

る。 

出張の事実確認等が行える手続 

きが不十分（二重払いのチェック 

や用務先への確認など） 

本人提出書類での確認は行って 

いるが、客観的な確認ができてい 

ない。 

出勤簿での確認、出張先への確認 

を抜き打ちで行う。 

 


